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特　集
　
相
続
し
た
土
地
に
つ
い
て
、「
遠
く
に

住
ん
で
い
て
利
用
す
る
予
定
が
な
い
」、

「
周
り
の
土
地
に
迷
惑
が
か
か
る
か
ら
管

理
が
必
要
だ
け
ど
、負
担
が
大
き
い
」と

い
っ
た
理
由
に
よ
り
、土
地
を
手
放
し
た

い
と
い
う
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
土
地
が
管
理
で
き
な
い

ま
ま
放
置
さ
れ
る
こ
と
で
、
将
来
、

「
所
有
者
不
明
土
地
」
が
発
生
す
る
こ

と
を
予
防
す
る
た
め
、
相
続
又
は
遺
贈

（
遺
言
に
よ
っ
て
特
定
の
相
続
人
に
財

産
の
一
部
又
は
全
部
を
譲
る
こ
と
）
に

よ
っ
て
土
地
の
所
有
権
を
取
得
し
た
相

続
人
が
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
場

合
に
、
土
地
を
手
放
し
て
国
庫
に
帰
属

さ
せ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
「
相
続
土

地
国
庫
帰
属
制
度
」
が
令
和
５
年
４
月

27
日
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
管
理
コ
ス
ト
の
国
へ
の
転
嫁

や
土
地
の
管
理
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
モ

ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
が
発
生
す
る
お
そ
れ
を

考
慮
し
て
、
一
定
の
要
件
を
設
定
し
、

法
務
大
臣
が
要
件
に
つ
い
て
審
査
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　
最
近
は
「
終
活
ブ
ー
ム
」
な
ど
に
よ

り
、
遺
言
書
を
作
成
し
た
い
と
考
え
る

方
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

自
筆
証
書
遺
言
書
は
、

・
手
軽
に
作
成
で
き
て
、
書
き
直
し
も

　
容
易
に
で
き
る

・
費
用
が
か
か
ら
な
い

・
遺
言
の
内
容
を
自
分
以
外
に
秘
密
に

　
す
る
こ
と
が
で
き
る

な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
反
面
、

・
形
式
が
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
、

　
遺
言
が
無
効
に
な
る
リ
ス
ク
が
あ
る

・
紛
失
し
た
り
、
遺
言
者
の
死
後
に
忘

　
れ
去
ら
れ
た
り
す
る
リ
ス
ク
が
あ
る

・
遺
言
書
が
勝
手
に
書
換
え
ら
れ
た
り
、

　
隠
さ
れ
た
り
す
る
リ
ス
ク
が
あ
る

・
相
続
人
が
勝
手
に
開
封
し
て
は
な
ら

　
ず
家
庭
裁
判
所
の
検
認
を
受
け
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い

な
ど
の
デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
デ
メ
リ
ッ
ト

を
軽
減
・
解
消
す
る
た
め
に
令
和
２
年

７
月
10
日
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
の
が

「
自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度
」
で
す
。

　
自
筆
証
書
遺
言
を
法
務
局
に
預
け
、

画
像
デ
ー
タ
化
し
て
保
管
す
る
自
筆
証

書
遺
言
書
保
管
制
度
は
、
自
筆
証
書
遺

言
を
用
い
て
円
滑
に
相
続
手
続
き
を
進

め
る
う
え
で
便
利
な
役
割
を
果
た
し
て

く
れ
ま
す
。

・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
　　例：墓地内の土地、水道用地・ため池として
　　　　利用されている土地 等
・土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
　　有体物の具体例：果樹園の樹木、建物には該当しない廃屋、放置車両 等
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にあ
　る土地
　　有体物の具体例：産業廃棄物、井戸、地下にある既存建物の基礎部分
　　やコンクリート片 等
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
　　具体例：申請地に不法占拠者がいる場合
　　　　　　隣地から生活排水等が定期的に流入し続けており土地の使用
　　　　　　に支障が生じている場合 等
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地 等
　　具体例：土砂の崩壊の危険のある土地について崩壊を防ぐために保護
　　　　　　工事を行う必要がある場合
　　　　　　大きな陥没がある土地について人の落下を防ぐためにこれを
　　　　　　埋め立てる必要がある場合

【メリット】
・遺言の形式ルールのチェッ
　クを受けられる（内容の相
　談はできない）
・偽造や書き換えを防ぐ
・死亡時に指定した相続人等
　に遺言書が保管されている
　ことを通知するので、遺言
　書の存在を明らかにできる。
・家庭裁判所の検認が不要。
【デメリット】
・遺言者本人が申請に出向か
　なければならない。病気等
　による代理も認められてい
　ない。
・保管してもらう遺言書は様
　式が決まっている（法務省
　ＨＰにテンプレートあり）
・費用がかかる

法務省のホームページや専門家のア
ドバイスを聞くなどして、様々な注
意事項をよく確認しておくようにし
ましょう。

負担金算定の具体例

自筆証書遺言書保管制度（法務局で保管）自筆証書遺言

注1：都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域。
注2：面積の単純比率ではなく、面積が大きくなるにつれて１㎡当たりの負担金額は低くなる。

①宅地
面積に関わらず20万円
※ただし、一部の市街地（注1）の宅地については
　面積に応じ算定（注２）
面積に関わらず20万円
※ただし、一部の市街地（注1)、農用地区域等の
田、畑については、面積に応じ算定（注2）
面積に応じ算定（注２）

面積にかかわらず20万円

例：100㎡約55万円
200㎡約80万円

例：500㎡約72万円
1,000㎡約110万円

例：1,500㎡約27万円
3,000㎡約30万円

②田畑

③森林

④その他

相
続
土
地
国
庫
帰
属
制
度

自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度

引き取ることができない土地の要件の一例（却下・不承認要件） 申請手続きのイメージ
【メリット】
・証人不要で、遺言書本
　人の意思で自由に作成
　できる。
　→形式は厳格な
　　ルール有り。
・費用があまり
　かからない。
【デメリット】
・無効になりやすい。
・紛失、発見されない、
　改ざんされるなどのリ
　スクがある。
・家庭裁判所の検認が必
　要

公正証書遺言
【メリット】
・公証人の関与の下、作
　成されるので信頼性が
　高い。
・公証役場で保管される
　ので、改ざんのおそれ
　が低い。
・家庭裁判所の検認が不
　要
【デメリット】
・費用がかかる。
・証人２名が
　必要で、内
　容を秘密に
　できない。

詳しくはこちら

①承認申請

②要件審査

③承認

④負担金納付

⑤国庫帰属

承認申請書等を提出、あわ
せて審査手数料（土地一筆
につき14,000円）を納付。
　

申請者が10年分の土地管理
費相当額の負担金を納付　
　

却下・不承認事由が無いか
法務局による書類審査。書
類審査だけでは不十分な場
合、実地審査も行われる。
　


